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必 要 書 類 等 一 覧 表（後見・保佐・補助） 
さいたま家庭裁判所 

＊ 家庭裁判所の手続では，個人番号（マイナンバー）が必要となることはありません。 
（個人番号（マイナンバー）の記載のない書類をご提出ください。） 

＊ 提出する書面には，鉛筆，消せるボールペンは使用しないでください。 

＊ 印鑑は実印でなくて構いませんが，経年により消えるおそれのある印鑑は使用しないでください。 

 必要書類等 備考（取得先等） 

手数料等 

１ 

□ 

収入印紙 （①と②は別々にご準備ください） 

①申立手数料として 

 ・後見（保佐）開始⇒８００円分１組 

 ・保佐（補助）開始＋代理権（同意権）付与 

                   ⇒１６００円分１組 

 ・保佐（補助）開始＋同意権付与＋代理権付与 

                   ⇒２４００円分１組 

②登記手数料として２６００円分１組 

取得先：郵便局など 

組み合わせ例） 

・後見開始申立ての場合 

申立手数料 ８００円分 １組 

登記手数料２６００円分 １組 

・保佐開始，代理権付与申立ての場合 

申立手数料１６００円分 １組 

登記手数料２６００円分 １組 

２ 

□ 

郵便切手 
 （後見）５００円× ６枚 （保佐・補助）５００円× ６枚 

 ８４円× １０枚 ８４円× ２０枚 

 ５０円× ５枚 ５０円× ５枚 

 １０円× １０枚 １０円× １０枚 

 ５円× １０枚 ５円× １４枚 

 ２円× １０枚 ２円× １５枚 

 １円× １０枚 １円× １０枚 

     （合計４２７０円）         （合計５１４０円） 

取得先：郵便局など 

申立書・申立関係書類 

３ 

□ 

①後見・保佐・補助開始等申立書 

②代理行為目録（保佐・補助開始申立用） 

③同意行為目録（補助開始申立用） 

④申立事情説明書 

⑤親族の意見書 

⑥親族関係図 

⑦収支予定表 

⑧財産目録 

⑨相続財産目録 

⑩後見人等候補者事情説明書 

書式は「申立書等綴り」にあります。 

②代理行為目録（③同意行為目録）は代理権

付与（同意権付与）の申立てをする場合に提出

してください。 

⑨は本人を相続人とする相続財産がある場合

に提出してください。 

⑩は候補者の方がいない場合には提出不要で

す。 

添付書類 

４ 

□ 

本人の戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 

（コピー不可）（発行後３か月以内のもの） 

取得先： 

・ 戸籍全部事項証明書，戸籍の附票  

 →本籍地の市区町村役場 

・ 住民票 →住所地の市区町村役場 

（郵送で取り寄せる方法は，市区町村役場へ

お問合せください。） 

・ 商業登記簿謄本 →法務局 

５ 

□ 

本人の戸籍の附票又は住民票（個人番号（マイ

ナンバー）の記載のないもの） 

（コピー不可）（発行後３か月以内のもの） 

６ 

□ 

後見人等候補者の戸籍の附票又は住民票（個

人番号（マイナンバー）の記載のないもの） 

（コピー不可）（発行後３か月以内のもの） 

（後見人等候補者が法人の場合，当該法人の商

業登記簿謄本（登記事項証明書）） 
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 必要書類等 備考（取得先等） 

７ 

□ 

本人の成年被後見人等の登記がされていないこ

との証明書 

（コピー不可）（発行後３か月以内のもの） 

（証明事項については，「成年被後見人，被保佐

人，被補助人，任意後見契約の本人とする記録

がない。」欄にチェックしてください。） 

取得先：東京法務局又は地方法務局 

 （東京法務局 03-5213-1360） 

 （さいたま地方法務局 048-851-1000） 

※郵送申請は東京法務局のみ 

 窓口申請は，埼玉県内ではさいたま地方

法務局のみ（支局・出張所では取り扱っ

ておりません。） 

申請書は「申立書等綴り」にあります。 

８ 

□ 

本人の診断書（含別紙） 

（発行後３か月以内のもの） 

書式は「申立書等綴り」にあります。 

 

９ 

□ 

本人情報シートのコピー 

（10～18 については本人にあてはまるもののみ提出してください。） 

10 

□ 

健康状態が分かる資料のコピー 

精神障害者保険福祉手帳，身体障害者手帳，療育手帳（みどりの手帳），介護保険認定書等 

  ※施設や福祉機関等が管理している場合は，原本の借出しやコピーが可能かを問合せるな

どして準備してください。 
11 

□ 

収入についての資料（直近３か月分）のコピー 

年金額決定通知書，確定申告書（添付資料を含む。），給与明細書，賃貸借契約書等 

12 

□ 

支出についての資料（直近３か月分）のコピー 

請求書，領収書，納税通知書（請求書），国民健康保険料・介護保険料の通知書等 

13 

□ 

預貯金通帳のコピー（ＡＴＭ等で記帳してからコピーしてください。）又は取引明細書等 

表紙，中表紙，過去１年分の取引が記帳されているページの全て又は過去１年分の取引履歴 

※残高が０の通帳や現在使っていない未解約の通帳についても提出してください。 

14 

□ 

有価証券等（株式，投資信託等）についての資料のコピー 

証券会社からの通知書，残高証明書等 

15 

□ 

生命保険，損害保険等についての資料のコピー（契約者又は受取人が本人となっているもの） 
保険証書，保険会社からの通知書等 

16 

□ 

不動産についての資料 

①土地・建物登記事項証明書（コピー可） 

（発行後３か月以内のもの） 

※権利証，名寄帳は不可。所在地は住所表示と

異なることがあります。 

取得先：法務局 

②固定資産税評価証明書（コピー可） 

（発行後３か月以内のもの） 又は 

 最新の固定資産税納税通知書の評価額が

書いてあるページのコピー 

取得先：不動産所在地の市区町村役

場 

17 

□ 

負債についての資料のコピー(直近の残高が分かるもの) 
返済明細書，返済予定表，金銭消費貸借契約書等 

18 

□ 

遺産に関する資料（本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある場合） 

相続財産目録を証する資料のコピー，相続関係図，相続税申告書，遺産分割協議書案等 

＊ 裁判官の判断により鑑定を実施することになった場合は，別途ご連絡します。 

 鑑定費用（診断書別紙に記載された金額は目安であり，後日変更されることがあります。）  
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コピーの取り方 
１ 用紙はＡ４（今お読みいただいている用紙のサイズです。）でお願いします。 
 
２ 裁判所の記録は「Ａ４縦，横書き」ですので，書類は基本的に「Ａ４縦，左とじ」でとじて

いきます。したがってコピーをしていただく際は，Ａ４用紙を縦にしたとき，その左側に２セ
ンチ程度の空白（とじしろ）ができるようにしてください。 

      ２cm     Ａ４                
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 預貯金通帳のコピーを取るときは，次の部分をコピーしてください。 
ア 表紙（金融機関名，通帳の種類，店番号，口座番号，口座の名義人の氏名などの記載が
あります。） 

イ 中表紙（表紙をめくってすぐの見開きページ）（口座番号，取扱支店名などの記載があ
ります。） 

ウ 過去１年分の取引が記帳された全てのページ 
 （提出日の直前に記帳してください。） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 表紙                  イ 中表紙                ウ 記帳のあるページ 

 

４ 保険証券など裏表両面に記載があるものは，両面ともコピーしてください。 
 

５ 複数の領収書や支出額１０万円以上のレシートを１枚の用紙にコピーするときは，支払の種

類ごとにまとめてください。 

空 

 

 

白 

空 

 

 

白 

空 

 

 

白 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

001 1234567 □□□□様 

 

 

あいうえ銀行 

あいうえ銀行総合口座通帳 

□□□□様 

001 1234567 

 

 

あいうえ銀行  △△△支店 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 
29.--   年金      231,000   ¥-- 
29.--   3,000     電気料    ¥-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ----------- 

空  ----------- 

   ----------- 

白  ----------- 

----------- 

----------- 

 

コピーしたものは切り

取って加工せず，そのまま

の大きさで提出してくだ

さい。 

総合口座通帳 

3-1 

財産目録の番号を記入する。 
コピー例 Ａ４版でコピー 

通帳の大きさに切らない。 

Ａ４ 


